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別紙 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性固体廃棄物の発生実績 
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23条-別紙 2-1 

 

 

放射性固体廃棄物は、年度当初に発生量を推定し、固体廃棄物貯蔵設備の保管量を超えることがな

いよう、計画的に大洗研究所廃棄物管理施設へ引き渡すことで、原子炉施設における放射性固体廃棄

物を保管廃棄及び管理する。 

参考に「常陽」における放射性固体廃棄物の発生量（実績：昭和 51年度～平成 30年度）を第 1図

に示す。当該期間における最大発生量は約 160m3/yである。 
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第 1図 「常陽」における放射性固体廃棄物の発生量（実績：昭和 51年度～平成 30年度） 
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